
①．不備のない申請（よくある申請の不備の事例）

1

よくある申請書の不備の事例



よくある不備の事例（未収録路線の名称が記入されていない）

【問題点】
・「デジタル地図経路」｢交差点番号⼊⼒｣で経路を作成すると、｢未収録路線｣や｢不明｣と表⽰

されていても経路の作成が可能。そのまま申請されると、路線名が｢未収録路線｣とだけ表⽰され
ているため、通⾏経路の確認や差戻しに時間を要します。

【申請時の留意点】
・路線名称を⼿⼊⼒し、経路上の全ての路線名を埋めて下さい。

（例：○○町道□号線（未収録路線） など）

路線名は、当該道路管理者に電話
やＦＡＸ等で尋ねる方法や住宅地
図、インターネット等で調べる方
法があります。

特車PRサイトから可
＜次ページ参照＞
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デジタル地図経路[画面例]
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よくある不備の事例（未収録路線の路線名問合せ一覧）

こちらから



よくある不備の事例（未収録付近図の路線名等の記載漏れ）

【申請時の留意点】
・申請経路に未収録路線が含まれる場合には、「付近図」の添付をお願いしています。
・「付近図」においてその場所、路線名及び１０桁の交差点番号に漏れがあると、協議先の

道路管理者を特定できず、審査に時間を要します。

Ｓ

出入口

路
線
名
や
交
差
点
番
号
の
書
き
込
み
は

手
書
き
で
も
構
い
ま
せ
ん

未収録路線

札幌市道７３号線
（未収録路線）

路線名の記載がないため、
協議先が特定できない

道道136号線 夕張新得線
（未収録路線）

道道６１０号線 新冠穂別線
（未収録路線）

6441422205

6441422213

6441422221 6441422291
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よくある不備の事例（通行経路表と地図上の経路が一致していない）

【問題点】
・出発地及び⽬的地の住所と、通⾏経路表の起点及び終点が離れている。
・起点・終点の交差点が誤っており、未審査区間が⽣じ、確認及び差戻しに時間を要します。

【申請時の留意点】
・通⾏経路を全てカバーする位置にある交差点を指定してください。不明瞭な場合は、差戻

します。

（誤）出発地・目的地の手前の交差点を選択
→未審査区間が生じている

出発地

目的地

出発地 目的地

実際の予定経路

誤った申請経路

正しい申請経路

出発地

目的地

Ｓ Ｅ

（正）出発地・目的地の先の交差点を選択
→全線審査が可能
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よくある不備の事例（情報不十分のため、経路確定できない）

【例】
⼊⼒例を⾒ると、
出発地は建物名まで記載があり、特定できますが、
⽬的地は住所地番の記載が不⼗分であるため、
地図上で⽬的地を特定できません。
そのため、終点部周辺の経路が確定できません。

（✕）○○市△△町 差戻します。

（○）□□県○○市△△町××－× ●●ビル

【申請時の留意点】
・住所地番は、起点・終点が特

定できるよう、地番、建物名まで
正確に記⼊してください。

記⼊が不⼗分な場合は差戻し
ますので、再度ご確認下さい。

通行条件設定

出発地・目的地

出発地住所

目的地住所

検索

検索

□□県○○市△△町××-× ●●ビル

愛知県名古屋市三の丸

通行条件設定

経路の算定 する しない
Ｃ／Ｄ条件の確認 する しない
個別審査箇所の確認 する しない
申請方法の選択 往復 片道

キャンセルＯＫ

●
●
●
●

○
○
○
○

【⼊⼒例】

この記載だと
三の丸( 黄色着色部)の範囲の内
どこが目的地か分からない

三の丸

良い例○

悪い例×

6



よくある不備の事例（中央分離帯がある場所での往復申請）

【申請時の留意点】
・システム上往復申請が出来たとしても、実際に通れる経路かどうか確認をしてから申請をお

願いします。申請者へ差戻し及び不許可となる可能性があります。
※H31 年システム改修によりʻ注意喚起するメッセージʼが表⽰されるようになります。

目的地

中央分離帯がなく、復路も同じ道
でよいので往復申請OK!

目的地

中央分離帯があり、往路と同じ道
ではないので往復申請NG!
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よくある不備の事例（番外編）

【その他よく⾒られる事象】
・通⾏不可が発⽣したまま送信される(⼀⽅通⾏・上空障害等)

⇒ 審査の結果、不許可となる場合は⼿数料が発⽣します。
通⾏不可がないか確認してから申請しましょう！

・申請年⽉⽇、提出⽇、通⾏年⽉⽇、通⾏終了⽇等の記載ミス
⇒ 差戻しされます。必ず確認しましょう！

・⾞検証データと申請書データとの数値が不整合
⇒ 差戻しされます。必ず確認しましょう！

・包括申請の場合、⾞検切れや⾞番の間違い
⇒ 差戻しされます。必ず確認しましょう！

・超⼨法等(交差点個別審査等)の申請で軌跡図が添付されていない
⇒ 申請者へʻ軌跡図ʼを取り寄せてから審査を始めるため、通常より許可証発⾏まで時間がかかります。

あらかじめ添付の上、申請しましょう！

ポイント！
申請書に正しく入力することにより、差戻しもなく、審査がスムーズに
進みます。許可の迅速化にご協力をお願いします。
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